
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成27年８月６日

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 井上 一徳

１ 業務概要

(1) 業務の名称 キャンプ瑞慶覧の一部土地に係る不動産鑑定評価業務

(2) 業務内容 キャンプ瑞慶覧の一部土地において、正常賃料算定資料作

成のため、不動産鑑定士に当該対象土地の不動産鑑定評価業

務を委託するものである。

(3) 履行期限 平成27年12月28日

(4) 本業務は、資料提出及び入札等を紙入札方式により行う業務である。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）

第70条及び第71条の規定に該当しない。

(2) 平成25･26･27年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て、資格の種類が「役務の提供等」で「Ｃ」又は「Ｄ」の格付けを受け、

九州・沖縄地域に競争参加資格を有する者であること。（会社更生法（平成

14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付けを受けている

こと。）

(3) 一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加

資格確認資料（以下「技術資料」という。）の提出期限の日から開札の時点

までの期間に、契約担当官等（会計法（昭和22年法律第35号）第29条の３

第１項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）から、取引停止等の措

置を受けている期間中の者でないこと。

(4) 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年７月16日法律第152号）第24条

に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。

(5) 平成24年４月１日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した沖縄

県内での地価公示法（昭和44年法律第49号）第２条第１項の規定に基づく、

標準地の鑑定評価又は国土利用計画法施行令（昭和49年政令387号）第９条

の規定に基づく、基準地の鑑定評価のいずれか又は両方の合計が10筆以上

の実績を有する不動産鑑定業者であること。

(6) 入札に参加を希望する者の間に資本関係又は人的関係がない。

詳細は入札説明書による。

(7) 次のアからウに示す基準をすべて満たす不動産鑑定士が担当する。

ア 不動産の鑑定評価に関する法律第４条に基づく不動産鑑定士であるこ



と。

イ 平成24年４月１日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した沖

縄県内の土地の正常賃料に係る鑑定評価の実績を有すること。

ウ 入札公告日の時点で申請者と直接的な雇用関係がある。

(8) 沖縄県内に事務所を設けているものであること。

(9) 暴力団関係業者の排除

ア 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から

排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でない。

イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業

者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状

態が継続している有資格者とは契約を行わない。

３ 入札手続等

(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290番地9

沖縄防衛局総務部会計課会計係

ＴＥＬ：098-921-8131（内線125）

ＦＡＸ：098-921-8166

(2) 入札説明書の交付期間等

交付期間： 平成27年８月６日（木）から平成27年９月17日（木）まで

（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条

第１項に規定する行政機関の休日を除く。（以下「行政機関の

休日」という。）の毎日、午前９時から午後５時まで。ただし、

正午から午後１時までの間を除く。

交付場所： 上記(1)担当部局に同じ。

交付方法： 印刷物による貸与とし、入札日までに持参又は郵送（書留郵

便に限る。）若しくは託送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵

便等」という。）により返却するものとする。（郵送等による場

合は期限内必着）

そ の 他： 交付に当たっては、上記２(2)に掲げる競争参加資格の格付

けを受けている者、又は申請書等の提出期間内に当該資格の取

得見込者を対象とする。

(3) 申請書及び技術資料の提出期間、提出場所及び提出方法

提出期間： 平成27年８月６日（木）から平成27年８月24日（月）まで

（行政機関の休日を除く。）の毎日、午前９時から午後５時ま

で。ただし、正午から午後１時までの間を除く。

提出場所： 上記(1)に同じ。

提出方法： 持参又は郵送等（期限内必着）によること。

(4) 入札及び開札の日時等



日 時： 平成27年９月18日 午前11時00分

場 所： 沖縄防衛局 ４階 講堂３

提出方法： 入札書は持参することとし、郵送等は認めない。

４その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金 免除。

(3) 契約保証金 免除。

(4) 入札の無効

次に掲げる入札は無効とする。

ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札

イ 申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札

ウ 入札に関する条件に違反した入札

(5) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。

(6) 手続における交渉の有無 無。

(7) 契約書作成の要否 要。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。

(9)競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記２(2)に掲げる

競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記３(2)により申請書及び

技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時

において、当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けてい

なければならない。

(10) 詳細は入札説明書による。



表紙共６枚

仕様書

業務名称：キャンプ瑞慶覧の一部土地に係る不動産鑑定評価業務

平 成 2 7 年 ８ 月

沖縄 防衛局 管理部



仕 様 書

１ 業 務 の 名 称：キャンプ瑞慶覧の一部土地に係る不動産鑑定評価業務

２ 評 価 依 頼 地：キャンプ瑞慶覧内の一部土地

３ 価 格 時 点：使用認定の告示日とする。

４ 履 行 期 間：契約締結日の翌日から平成27年12月28日まで

５ 鑑定評価の目的：キャンプ瑞慶覧内の一部土地において、当該土地に係る正常賃料

算定資料の作成のため。

６ 鑑定評価によって求めるべき価格

鑑定評価によって求める価格は、次の各号に掲げる条件を満たした価格とするこ

と。

一 評価依頼地の正常賃料であること。

二 評価依頼地に所有権以外の権利又は建物その他の物件が在するときは、当該権

利又は当該建物その他の物件が存しないものとしての価格であること。

三 評価依頼地が既に駐留軍の用に供されている土地であるときは、使用開始時の

形状を基準とし、かつ、当該駐留軍施設としての制約を受けないものとしての価

格であること。

四 評価依頼地が地価公示法（昭和44年法律第49号）第２条第１項の都市計画区域

内の土地であるときは、同法第６条の規定により公示された標準地の価格を基準

として求めた価格であること。

７ その他の依頼条件

鑑定評価額の決定理由については、当該評価額が決定されるに至った経過及び理

由が当方に納得できるように記載し、必要に応じて採用した資料、鑑定評価の手順

等に関する事項を明らかにすること。

８ 鑑定評価書の提出期限

平成27年12月28日とする。

９ 鑑定評価書の提出部数

正１部、副２部

10 現地確認のための立会日時及び集合場所

双方協議して定めるものとする。

11 鑑定評価書の作成

不動産鑑定評価基準（平成14年７月３日国土交通省）及び不動産鑑定評価基準運

用上の留意事項（平成14年７月３日国土交通省）に基づき対象不動産の鑑定評価を

行うこと。



12 不動産鑑定士等の除斥

評価依頼地の鑑定評価に当たって、次の各号のいずれかに該当する不動産鑑定士

又は不動産鑑定士補に鑑定評価を行わせてはならない。

一 評価依頼地の所有者又は評価依頼地に関して所有権以外の権利を有するもの。

二 前号に掲げる者のほか、評価依頼地の評価の公正を妨げる事情があると認めら

れるもの。

13 留意事項

一 履行期限を厳守すること。

二 本評価にあたり、知り得た事項及び評価額については、「不動産の鑑定評価に関

する法律」（昭和38年法律第152号）第６条及び第38条の規定を遵守し、守秘義務

を負うものとする。

三 本物件に対し、他からの評価依頼は辞退すること。

四 契約履行にあたり、作業の全部又は一部を第三者に委託しないこと。

五 この仕様書に規定する条件に適合した鑑定評価を行わなかった場合には、再鑑

定評価を求め、又は鑑定評価の額の決定理由の不備の補完もしくは採用した評価

に関する資料、鑑定評価の手順等に関する事項の追加を求めることがある。

六 前号の再鑑定評価、又は不備の補完等のために要する費用は受託者の負担とす

る。

七 成果品等の提出前に、その原稿を平成27年12月14日までに提出すること。

14 添付資料：別紙（納入する成果品等）

別表（不動産鑑定評価業務対象土地一覧表）

位置図



別紙

納入する成果品等

１ 鑑定評価書

(1) 鑑定評価書の内容等及び添付資料

ア 鑑定評価対象不動産及び鑑定評価額

(ｱ) 評価対象不動産の表示

(ｲ) 鑑定評価額

(ｳ) 鑑定評価の基本的な事項

(ｴ) 評価対象不動産の確認

(ｵ) 鑑定評価の依頼目的及び条件と価格の種類との関連

正１部 副２部

イ 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(ｱ) 価格形成の要因分析

(ｲ) 鑑定評価方式の適用と鑑定評価の決定

ウ 鑑定評価に係る資料

(ｱ) 対象不動産、取引事例等の位置図

(ｲ) 対象地公図（写）

(ｳ) 対象地現写真

２ その他監督職員の指示する資料



別表

施設名：ＦＡＣ６０４４　キャンプ瑞慶覧

実測 公簿

１ 宜野湾市字普天間後原 939 421.18 421 山林

２ 宜野湾市字安仁屋前原 491 314.39 314 田

３ 宜野湾市字安仁屋前原 492 311.86 311 田

４ 北谷町字大村玉代勢原 6 757.36 757.36 宅地

５ 北谷町字大村城原 352 1,104.97 1,104 原野

６ 北谷町字大村山川原 503 397.03 397 山林

７ 北谷町字北前原石平原 839 555.56 555 畑

８ 北谷町字北前横嵩原 933 972.73 972 畑

９ 北谷町字北前横嵩原 943 791.37 791 畑

10 北谷町字北前横嵩原 951 481.83 481.83 宅地

11 北谷町字北前横嵩原 952 361.84 361 畑

12 北谷町字北前横嵩原 963 1,617.36 1,617 畑

13 北谷町字北前横嵩原 971 1,797.36 1,797 畑

14 北谷町字北前伊波川原 1021 3,404.50 3,404 畑

15 北谷町字北谷東前田原 784 411.47 411 雑種地

16 北谷町字北谷正徳原 1234 69.04 69 墓地

計 16筆 13,769.85 13,763.19

不動産鑑定評価業務対象土地一覧表

番号 土地の所在 地番
地積（㎡）

公簿地目 備考




